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本件のポイント：・一人あたり８，０００円分の商品券を全市民に配布し、市民の食料品

等の物価高騰の影響を受ける生活を支援。 

・４月１日より利用開始 

内 容                                                              

雲南市では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、市内の食

料品等を取り扱う店舗で利用できる商品券「うんなんえすこ券」を全市民に配布

し、市民生活を支援することとしており、４月１日より商品券の利用期間が始まり

ます。 

 

利用期間   ： 令和８年４月１日（水）～令和８年６月３０日（木） 

利用できる店舗： 食料品等を取り扱う市内１６１店舗（３月１３日時点） 

 

【参考】商品券の配布について 

対象者 ：・令和８年２月１日（基準日）時点で雲南市に住民票を有する方 

・基準日以降、令和８年３月３１日までに出生されたお子さん 

配布内容：商品券「うんなんえすこ券」 一人あたり８，０００円分 

（１，０００円分×８枚） 

※基準日～３月３１日までに出生されたお子さん分の商品券は、４月

中旬に発送予定。 

配布先 ： 世帯主（世帯ごとに送付） 

配布時期： ３月中旬よりゆうパックにより配送 
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開催日： ４／１（ 水 ）～ 

商品券「うんなんえすこ券」利用開始 

※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（国交付金）活用事業 


